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３－１ 第二次霧島市総合計画（基本構想・前期基本計画） 

策定年月 平成 30 年（2018 年）3 月 

目標年次 令和 9年（2027 年）度 

基本構想 ◇基本理念「世界にひらく、人と自然・歴史・文化がふれあう都市」 

◇将 来 像「人にやさしく 人をはぐくむ 一人ひとりが輝きにぎわう多機能都市」 

◇政策目標 

政策 1 産業の活力があふれ、交流と賑わいが生まれるまちづくり 

 政策 2 みどりあふれる快適で暮らし続けたいまちづくり 

 政策 3 誰もが支えあいながら生き生きと暮らせるまちづくり 

 政策 4 社会を生き抜く力と生涯を通じて学びあう力を育むまちづくり 

 政策 5 市民とつくる協働と連携のまちづくり 

 政策 6 信頼される行政経営によるまちづくり 

◇目標人口 令和 9 年（2027 年）度 127,000 人 

土地利用・都

市施設整備

に関する施

策 

 

政策 施策 基本事業 

１ 地域経済を支える商工業の振興 ・創業しやすい環境整備 

・地域特性を生かした商圏の充実 

 強みを生かした企業誘致と雇用の促進 ・企業誘致の推進 

 活力ある農・林・水産業の振興 ・生産基盤の整備 

・農山漁村の振興 

 地域特性を生かした観光の推進 ・国内外の観光客の誘致 

・観光素材の創出と活用 

・利便性の高い観光地づくりの推進 

 持続可能な地域公共交通ネットワー

クの構築 

・総合的な公共交通の連携の強化 

・バス交通の利便性向上と効率的運行 

２ 人と自然が共生し快適で良好な生活

環境の形成 

・自然環境の保全 

・大気・音環境の保全 

・水環境の保全 

・生物多様性の保全 

 快適生活の基盤づくりの推進 ・良質な住環境の整備 

・道路ネットワークの構築と道路施設の維持 

・安全で良質な水の安定供給 

 地域特性に応じた魅力ある空間の形成 ・地域にあった土地利用の規制・誘導 

・公園・広場等の整備と適切な維持管理 

・良好な景観の形成 

・空き家対策の推進 

 危機管理・防災力の充実と防災意識

の向上 

・災害に強い防災基盤の整備と災害復旧対策の

推進 

・火災の予防及び救急・救助体制の充実 

 市民生活の安全性の向上 ・交通安全対策の推進 

・防犯対策の推進 

３ 健康づくりの推進と医療体制の充実 ・安全・安心な医療体制の充実と健康づくり拠点

の整備 

 住み慣れた地域で暮らし続けるため

の地域包括ケアの推進 

・高齢者の居住の安定の確保 

４ 多様な学びを支援する社会教育の充実 ・ふるさと愛の高揚へつなげる文化財の保存・継

承と活用 

 スポーツを楽しむ環境づくりの推進 ・スポーツ施設の整備 

５ 活力ある地域づくりの推進 ・中山間地域の活動支援 

６ 持続可能な財政運営の推進 ・市有財産の適切な管理と利活用 
 

  
 

 ３．上位関連計画 
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３－２ 霧島市地域公共交通網形成計画 

策定年月 平成 28 年（2016 年）3 月 

計画期間 平成 28 年（2016 年）度から令和元年（2019 年）度までの 4年間 

基本方針 霧島市が目指す“暮らしやすい・訪れたいまちづくり”に向け、 高齢者や子育

て世代、学生等の交通弱者にやさしい交通環境の実現と 次世代に継承できる交通

まちづくりを前提に、 多くの人をまちに呼び込み、  

 “誰もが分かりやすく、安心して外出（移動）できる”地域公共交通網の形成  

を目指す。 

計画目標 ①暮らしやすいまちづくりの実現に向けた、公共交通の見直し等による生活利便性

の向上及び地域間連携の推進 

②訪れたいまちづくりの実現に向けた、公共交通の見直し等による国内外の観光客

の観光周遊の促進 

③限られた資源・予算で最大限の効果を上げる、効率的・効果的な地域公共交通の

運行 

④地域公共交通の持続的な運行のため、利用促進と需要創出に地域全体で取り組む

ことで、地域公共交通を「創り上げ、守り、育てる」気運の醸成を図る 

事  業 ≪地域公共交通のサービス見直し≫ 

①ふれあいバスのサービス見直し 

②路線バスのサービス見直し 

・異なる運行事業者の営業区域の枠を超えた新たなバス路線の共同運行（実証運

行） 

・「国分駅」及び新たな霧島市の玄関口となる「隼人駅」を拠点としたバスネット

ワークの効果的な見直し 

・丸尾バス停を拠点とした観光客の観光回遊を促進する周遊バスサービスの導入 

・霧島市の拠点の 1つであり鹿児島県の玄関口でもある「鹿児島空港」を拠点とし

た公共交通情報の発信強化 

・公共交通全体の利便性向上に向けた乗り継ぎ利便性の向上  

③市内主要ＪＲ駅のバリアフリー化 

④公共交通不便地域におけるコミュニティバスの実証運行 

≪地域公共交通の利用促進≫ 

①公共交通啓発チラシや広報誌等の活用、地域公共交通の利用実態報告の検証 

②公共交通マップの作成 

③交通結節点となるバス停の新設や改善など 

④住民座談会等を通じた直接的コミュニケーションによる利用促進活動の実施 

⑤公共交通に関する総合的な情報発信・ＰＲ強化  

⑥モビリティ・マネジメント・プログラムの実施 

⑦ＩＣＴを活用した効率的な公共交通情報の提供の検討・実施  

⑧他機関との連携 
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３－３ 霧島市公共施設管理計画 

策定年月 平成 27 年（2015 年）3 月 

対象期間 平成 27 年（2015 年）度からの 40 年間 （5 年ごとの見直し） 

都市施設に

関わる基本

方針 

＜公共施設＞ 

①地区の特性に応じた取

組の推進 

 

○地区の将来像を見据えた公共建築物の役割の明確化

及び計画の策定 

○市民・有識者等の参画による計画の推進 

②ニーズの変化に対応し

た適切なサービスの提

供 

○ニーズの把握 

○効果的な手法の検討・実施 

○見直しに伴う市民への影響の把握・対応 

③維持管理や更新コスト

の縮減 

○施設保有量の見直し・適正化（総量縮減） 

○施設の維持補修に係る方針の見直し（長寿命化の推

進） 

○施設運営の見直し（財源確保） 

○ライフサイクルコストの縮減や平準化を着実に進め

る方策の検討（維持管理業務効率化） 

④市民との協働・民間活

力の活用 

○市民団体、地域住民との協働 

○受益者負担の適正化 

○民間活力の活用 

○民間施設の活用 

○民間サービスの誘致 

○財源確保のための取組 

○発注方法や長期包括契約など契約上の工夫の整理 

⑤総合的な取組の推進 ○推進体制の強化 

○庁内連携の強化 

 

＜土木・インフラ施設＞ 

①長寿命化等の推進 ○適切な点検・診断等による健全なインフラの維持 

○財政運営の方向性を踏まえつつ、予防保全の考え方

の導入によるライフサイクルコストの縮減・平準化 

②市民との協働・民間活

力の活用 

○市民との協働によるインフラの安全性の確保及び快

適な環境の創出 

○民間のノウハウ等の活用 

③維持管理手法の見直し ○維持管理に係る情報の蓄積・共有化・見える化 

○新技術等導入等による維持管理業務の効率化 

○使用料金の適正化による財源確保 

④適切な管理水準及びサ

ービス提供のあり方の

検討 

○将来の地域づくりの方向性を踏まえた管理のあり方

に係る検討 

○代替施設によるサービス提供に係る検討 
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公共建築物

（取組推進

に当たり留

意すべきこ

と） 

≪市街地≫ 

〇一定の範囲内に多くの施設が立地する市街地では、施設が保有する機能に着目した

見直しを重点的に進め、施設の廃止や複合化・多機能化等を推進し、施設の総量縮

減を図ります。特に総量の多い公営住宅の廃止・除却を推進します。  

〇積極的に民間活力の導入を図ることで財源の確保を図っていきます。  

〇施設の特性を踏まえ、幅広い世代、団体に開放することで、希薄化する市街地にお

ける地域コミュニティ活動の活性化を促すなど、地域づくりに資する取組を推進し

ます。 

≪中山間地域≫ 

〇人口減少・少子高齢化が進行する中山間地域では、地域実態や市民ニーズの変化に

留意しつつ、施設が保有する機能に着目した見直しを進め、総量の縮減を進めます。  

〇具体的には、地区の拠点となるエリア（以下、「地区の拠点」という。）を定め、地

区が保有すべき機能を地区の拠点に集約化することで、地区全体の総量を縮減しな

がら最低限必要な公共建築物を保有し、サービスをできるかぎり維持していきま

す。 

拠点の機能・役割イメージ 

コミュニティ

の拠点 

・地区の住民、多様な組織（地区自治公民館、子ども会、老人会、

ＮＰＯ法人等）、行政職員など、幅広い主体、年齢層の方々が、

交流を図ることができる。  

・路線バス、ふれあいバス等の公共交通の待合所、放課後の児童

と親の待ち合わせ場所、買物や通院後に立ち寄り一息つける場

所など、地区の方々が滞留できる。  

（例：庁舎等のエントランスをサロンとして地域住民に開放した

り、空きスペースを図書館・学習室・多目的スペースとして活

用することで子どもからお年寄りまでが、日常的に触れ合う場

を創出する等） 

生活サービス

の拠点 

・スーパーマーケット等の買物施設、医療機関・病院、金融機関

等、生活に必要な施設が歩いて動ける範囲内に立地し、自動車

を自由に使えない高齢者等でも拠点を訪れることでこれらの

必要なサービスを享受することができる。 

交通の拠点 ・自動車を自由に使えない高齢者等が、地区の拠点と周辺部を移

動する手段を確保するとともに、市街地又は近隣市とを結ぶ交

通結節点としての役割を担う。 

≪相互連携の推進≫ 

〇市街地、中山間地域それぞれが課題解決に取り組みながら、1つの拠点では確保でき

ない機能は、複数の拠点又は市全体として補完していくことを目指します。 

〇必要に応じて移動手段を検討することなどにより、施設の共有、集積、相互利用、

地区や近隣市町の境界を越えた連携・交流、国や県との役割分担などを推進してい

きます。 

〇市民のニーズを的確に把握して提供するサービスを不断に見直すほか、全庁横断的

な取組として柔軟に対応します。 
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土木インフ

ラ（取組推進

に当たって

留意すべき

こと） 

〇一部の土木インフラについては、地区・地域によって整備状況が異なり、今後も必

要な整備を計画的に推進していきますが、人口動態の推移、ニーズの変化、維持管

理や更新に係るコスト負担の増大等を見据え、必要に応じて整備計画の見直しを行

います。  

○個々の土木インフラの維持管理等は、それぞれの所管課が、健全性の維持やライフ

サイクルコストの縮減等を目的として策定された長寿命化計画等に基づき推進し

ていきますが、直面する課題等はそれぞれ共通する側面もあることから、本市の公

共施設マネジメントの企画・調整を担当する事務局及び所管課等を中心にして、庁

内横断的にその対応方策を検討していきます。なお、手法においては効率性を念頭

に検討を行います。  

○土木インフラの管理を効率的かつ適切に行うため、現状や課題、今後必要とされる

取組等を分かりやすく伝え、更なる市民の理解や信頼の構築を図り、市民や地域、

企業等との連携を強化していきます。  

 




